
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 対厚・労省への要請交渉、労働派遣法の抜本改正、非正規労働者の人権保障の要請を行う 

 1 月 30 日、13 時 3０分より、新社会党の呼び  今回は、さらに悪化する状況にある、日本経 

かけで、対厚生労働省交渉が行なわれました。   「労働派の動向から判断し、今国会に提出され 

 交渉の目的は、労働派遣法の抜本改正要求と非 

正規労働者の人権保障を求める」ことが大きな目 

この交渉に、ユニオンネット埼玉をはじめ、新社    遣法」の抜本改正等について、8 項目なる 

会党本部から栗原委員長はじめ、原副委員、加藤    書を提出し、厚･労省の公式な回答を聞く（弁

護士）副委員長、松枝書記長ほか 12 名が参 

加しました。ユニオン関係では、ユニオネットお 

互いさま・神奈川ユニオン・市原地苦労･ユニオ 

ンネット･埼玉の各代表も参加し、話合いがもた 

れました。 

 厚・労省側から，２０代の男女５名係員と係長 

１名が対応してくれました。この席をセッテング 

してくれたのは、沖縄選出の糸数参議院議員のご 

紹介で、秘書の宮田さんが行なってくれました。 

                       できました。要望書の内容は次のとおりです。 

ユニオンネット・埼玉新聞                                 第２号 
号   ユニオンネット埼玉・事務所：〒346-0005 久喜市本町６‐１２‐２５        TEL ０８０－５５０４－５８０１ 

   発行責任者  渋 谷 晃 次          E メール：kozi-2002@nifty.com   FAX ０４８０－２２－００１９ 

   1･30 対厚･労省要請行動に 16 名参加！ 
   労  ―派遣労働法の抜本改正、非正規労働者の人権保障要求― 

－１－ 

 09･2･吉日 

  今回は、さらに悪化が予想され日本経済の動向

から判断し、今国会に提出された「労働派遣法の」

の抜本改正等について、８項目からなる要望書を

提出し、厚･労省の公式回答を聞くできました。

要望書の内容は次のとおりです。 
       要望書    ０９・１・３０ 

１． 解雇制限法により正規･非正規雇用労働者の

解雇規制を明確にする。 
①「解雇権濫用」の具体化として、整理解雇の４

要件を明記すること。 
②労働基準法から移行した労働契約法１６条を

労働基準法に戻すこと。 
③同一企業で継続６ヶ月、断続１年以上勤務した

労働者を、期間の定めのない雇用関係として明記

すること。        （裏に続く） 
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２ ． 労 働 者 派 遣 法 を 廃 止 す る こ

と。 

 当 面 以 下 の改 善 を図 ること。 

 

①雇 用 は直 接 雇 用 を原 則 とし、 

製 造 業 派 遣 禁 止 など派 遣 対 象

業 種 を限 定 すること。 

②日 雇 い派 遣 、登 録 型 派 遣 を禁  

止 すること。 

③派 遣 先 企 業 の使 用 者 責 任 を 

明 確 に し 、 派 遣 期 間 満 了 時 に

正 社 員 と し て の 採 用 を 義 務 づ

ける。 

④労 働 派 遣 法 の厳 格 な運 用 と違  

反 し た 企 業 へ の 罰 則 を 強 化 す

ること。 

⑤派 遣 先 労 働 者 との同 一 待 遇 を 

義 務 化 すること。 

⑥労 働 者 派 遣 導 入 にあたり、労  

働 組 合 等 労 働 者 側 の 関 与 を

義 務 化 すること。 

 

３．最 低 賃 金 に関 して、憲 法 25 

条 に 基 づ い て 決 定 す る こ と 。 こ

れ に 違 反 し た 企 業 へ 刑 事 罰 を

適 用 し罰 すること。 

 

４．雇 用 保 険 制 度 の抜 本 改 善 、 

再 就 職 のあっせんについて。 

①雇 用 保 険 の必 要 加 入 期 間 を6 

ヶ月 に戻 すこと。 

②特 定 受 給 資 格 者 については全  

て の 労 働 者 に 拡 張 適 用 す る こ

と。 

③雇 用 保 険 の失 業 給 付 期 間 を、 

最 長 2年 に延 長 すること。 

④新 卒 （内 定 者 を含 む）未 就 労  

者 、長 期 失 業 者 へ雇 用 保 険 制

度 を 援 用 し 、 職 業 訓 練 の 実 施 、

教 育 訓 練 給 付 の適 用 対 象 者 と

すること。若 年 者 の雇 用 促 進 の

ための法 整 備 を行 なう。  
⑤国 は、失 業 者 の救 済 を目 的 に 

失 対 事 業 を行 なうこと。 

 
５．雇 用 と雇 用 の安 定 は国 民 生  

活 の 安 定 の 基 盤 で あ り 、 雇 用 ･

労 働 相 談 か ら 職 業 紹 介 、 法 違

反 監 視 ま で 、 労 働 保 護 行 政 の

充 実 を図 ること。 

 

６．雇 用 と生 活 は一 体 のものであ 

り 、 健 康 保 険 ･ 年 金 な ど 被 雇 用

者 保 険 制 度 の 抜 本 的 改 善 を

図 ること。 

 

７．自 治 体 の行 なう雇 用 ･住 宅 対  

策 や 生 活 支 援 事 業 に 対 し 、 地

方 交 付 税 増 額 で支 援 すること。 

 

８．JR1047名 不 当 解 雇 問 題 につ 

いては、事 件 発 生 から23年 を迎

え、その解 決 は喫 緊 の課 題 とな

っ て い る 。 国 家 的 不 当 労 働 行

為 に よ っ て 首 切 り 自 由 の 社 会

風 潮 を 拡 げ た こ と を 反 省 し 、 速

やかに「 雇 用 ･ 年 金 ･ 解 決 金 」の

統 一 要 求 を実 現 すること。 

以 上 、要 望 書 の中 で、6･7 ･8項 目

は、担 当 外 の問 題 であると回 答 は

さ れ ま せ ん で し た が 、 加 藤 副 委 員

長 か ら 8 項 目 に つ い て は 、 強 く 要

請 しました。 

 厚 ･ 労 省 担 当 係 員 は 、 派 遣 切 り

に に つ い て 、 「 派 遣 を 望 む 人 と 望

ま な い 人 も お り 、 望 む 人 に は 派 遣

元 の 雇 用 条 件 の 指 導 を 行 い 。 望

ま な い 人 に は 、 常 用 化 に な っ て も

らう。そして正 社 員 にという道 筋 が

必 要 。 登 録 型 派 遣 280 万 人 の 内

ど れ だ け の 割 合 な の か 、 厚 ･ 労 省

で は 把 握 し て い な い と 言 う 。 大 和

総 研 予 想 で は 、 6 月 ま で 160 万 人

の 解 雇 者 が 出 る と し て い る す で に 、

失 業 率 4 ･ 4 ％ 、 303 万 人 と 発 表 さ

れている。  


